
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【泉中学校人権宣言】 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
                 令和３年１月 泉中サミットにて制定 

(1)いじめに関する生徒指導の重層的支持構造 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①いじめの発達指示的生徒指導 
（ア）生徒を学びの主役にする授業・規律ある授業の推進 
・一人ひとりに成就感・達成感をもたせる授業の工夫  

・仲間との学び合い（バズ学習）を基盤とした授業の充実  

・安心して学べる授業規律の確立・教室環境の整備  

（イ）自己有用感・自尊心をはぐくむ取組の推進 
・自尊感情を高める学級活動、学校行事の推進  

・対人関係能力を高める社会体験や異年齢交流活動の充実（ ） 

（ウ）豊かな心をはぐくむ取組の推進 
・継続的・系統的な道徳や人権教育の推進  

・部活動等の体験活動や朝活動の充実  

・委員会活動や挨拶指導を通じた規範意識の醸成 

②いじめの未然防止教育 
（ア）いじめる心理から考える未然防止の推進 
・ひびきあい活動や情報モラルに係る放送・講演会の開催  

・「いじめ防止」啓発活動、リーフレットの配付 、昼の放送などで紹介する。 

・道徳科の授業でいじめに関する授業を実施する。 

・いじめの衝動を発生させる原因として「心理的ストレス」「異質なものへの嫌悪感 」「ね

たみや嫉妬感情」「遊び感覚やふざけ感覚」「金銭などを得たい意識」「被害者になること

への回避感情」などが挙げられる。 

（イ）いじめの構造から考える未然防止の推進 
・いじめは加害者と被害者の二者の関係だけではなく、はやし立てる「観衆」、周辺で暗黙の

了解を与える「傍観者」の存在で成り立つことを理解させる。 

・学級担任や学年職員で「絶対に守る」意思を示し、根気強く日常の安全確保に努める取組を

行い、安心感がある環境をつくる。 

（ウ）いじめについて生徒が自ら解決を目指す取組の推進 
・ひびきあい活動や情報モラルに係る放送・講演会の開催 

・いじめ防止基本方針に基づき、各学級でいじめ撲滅宣言を作成し、取り組む。 

・進捗状況を共有するひびきあい集会を位置付ける。 

③いじめの早期発見対応 

（ア）全生徒を対象とした質問紙調査及び聞き取り調査の実施。

定期的な調査を次のとおり実施する。 
・心のアンケート（記名式４回：５、９、１１、１月） 当該生徒：卒業後５年保管 

・いじめアンケート年２回（無記名・記名選択式６月、２月） 

・ロイロノートを使用した「緊急時心のSOS」の有効活用    

（イ）情報の集約と共有する。 
・いじめに係わる事案については，把握した職員は速やかに管理職に報告するとともに，「い

じめ・不登校対策委員会」で情報を共有する。 各学年主任を通じて全教職員で共有する。緊

急の場合は、職員会議等で情報を共有する。 

（ウ）相談体制の整備と周知（気軽に相談できる環境づくり） 
・生徒全員を対象とした教育相談週間の実施（月１回程度） 

・相談窓口の設置およびいじめ相談電話など外部機関の生徒・保護者への周知徹底 

・スクールカウンセラーや関係機関との情報共有 

 

(1)「いじめ・不登校対策委員会」の設置  

いじめ防止等に関する取組を実効的に行うため校内に

「いじめ・不登校対策委員会」を置く。「いじめ・不登校

対策委員会」は、学校が組織的にいじめの問題に取り組む

にあたって中心となる役割を担う。 

(2)「いじめ・不登校対策委員会」の組織  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)「いじめ・不登校対策委員会」の役割 
いじめ・不登校対策委員会では、次のことを行う。 
「学校の教職員は速やかに，学校いじめ対策組織にいじめに係る情
報を報告し，組織的な対応につなげなければならない。（※いじめ
防止対策推進法２３条第１項）」  

 

 

泉中のいじめ事案への対応フロー図 
泉中学校 

＜職員会議＞ 

いじめ・不登校対策委員会 
校長・教頭・主幹・生指 

・学年主任・養教・発見教員 

ＳＣ・Ｓ相談員・外部機関 

・ＰＴＡ役員 

・学校運営 

協議会 

 

・主任児童委員 

・市教育委員会 

・こども家庭課 

・民生委員 

・人権擁護委員 

＜外部機関＞ 

・警察署生活安全課・子ども相談センター・県教育委員会学校安全課 

・市適応指導教室・その他の専門機関 

連携 

いじめ 

(1)基本理念 
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵

害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与え

るのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れ

がある重大かつ深刻な人権問題である。したがって、本校では、

すべての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われる

いじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめ

が心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を

深めることを目的として、いじめ防止等のための対策を行う。  

 

（2）いじめの定義 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（3）いじめの特徴 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（4）いじめをなくすために想像したいこと 



 

泉中学校いじめ防止等に係る年間の取組概要（予定） 
                              

 

月 
いじめ防止に係る 
学校行事・取組 

心の通い合いを大切
にした体験・授業 

いじめの未然防止の取組 
アンケート 

生徒会活動 保護者との連携 教育相談 

４ 

・入学式 

・出発式 

・ひびきあい集会① ・出発式 

・ひびきあい集会①

（「いじめ防止基本

方針」の提案） 

・生徒会大徳 

 

・ＰＴＡ総会での

「いじめ防止基本

方針」の提案 

・授業参観日 

・スクール相談員

との面談（1年生） 

 

５ 
・笑顔の集い ・ひびきあい活動に

かかわる道徳授業 

・情報モラル教育 

・泉中サミット 

・委員会 

・懇談週間 ・アンケート後の

教育相談 

・第１回心のアンケー

ト 

６ 

・宿泊研修 ・宿泊研修 ・委員会   ・Ｑ－Ｕアンケート① 

・第１回いじめアンケ

ート（無記名・記名

式） 

７ 
・あったかい言葉か 

け運動（生徒） 

・ＳＯＳの出し方教

育にかかわる授業 

・委員会 

・泉中サミット 

・三者懇談  ・「いじめ撲滅宣言」

達成度アンケート 

８ 
・あったかい言葉か

け運動（保護者） 

・地域ボランティア     

９ 
・体育大会取組 

 

・体育大会 ・委員会  ・アンケート後の

教育相談 

・第２回心のアンケー

ト 

１０ 
・体育大会  ・委員会 ・三者懇談（３年生） 

・授業参観日 

・アンケート後の

教育相談 

・「いじめ撲滅宣言」

達成度アンケート 

１１ 
 ・ひびきあい活動に

かかわる道徳 

・委員会 

・泉中サミット 

  ・第３回心のアンケート 

・Ｑ－Ｕアンケート② 

１２ 
・文化的行事 ・ひびきあい集会② 

・ひびきあい集会に

かかわる道徳 

・ひびきあい集会② 

・委員会 

 

・三者懇談 

・学校評価アンケー

 ト 

  

１ 
  ・委員会 

・泉中サミット 

 ・アンケート後の

教育相談 

・第４回心のアンケー

ト 

２ 

  ・生徒会大徳 ・授業参観日 ・教育相談週間 

 (全員) 

・第２回いじめアンケ

ート（無記名・記名

式） 

・「いじめ撲滅宣言」

達成度アンケート 

３ 
・卒業証書授与式 ・新入生半日入学 ・出発式  ・いじめ防止にか

かわる学年集会 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(２)重大事態への対処 （いじめ防止対策推進法第２８条） 

いじめ重大事態とは 
• いじめにより生命、心身及び財産に重大な被害が生じた疑

いがある場合（法第 28 条第１項第１号） 

• いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくさ

れている疑いがある場合 （同第２号） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※この「泉中学校いじめ防止基本方針」は，本校のホームページに
掲載されるとともに，ＰＴＡ総会，および生徒総会において説明
されるものとします。そこで，出された意見をもとに内容を検討
し直し，改定，修正を加えます。 

令和７年３月改訂 

⑤その他 
（ア）保護者を対象とした取組の推進  
・学級・学年通信、ＨＰによる広報活動の推進  

・学級懇談会やＰＴＡ会合における指導方針や情報の提供 

（イ）教職員の資質能力の向上を図る取組の推進 
・言動と態度についての自己評価・相互評価  

・校内現職研修会の実施（年２回）  

・行政等との関係機関との情報交換 

※犯罪行為として取り扱われるべき「いじめ」については，

教育委員会及び警察署等と連携して対処する。 

①重大事態が発生した旨を、土岐市教育委員会に速
やかに報告する。 

②教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織
「いじめ問題対策連絡協議会」を設置する。 

③上記組織を中心として、事実関係を明確にするた
めの調査を実施する。 

④調査結果については、いじめを受けた生徒・保護
者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に
提供する。 

④いじめの困難課題対応的生徒指導 

（ア）アセスメントを行い、状況を把握する。 
・「いじめの背景にある人間関係」「被害生徒の心身の傷つきの程度」「加害行為の背景」

「加害生徒が抱える課題」等、事実確認を行う。 

（イ）指導方針・働きかけの方針を決める。 
・被害児童生徒への援助方針及び加害児童生徒への指導方針、周囲の児童生徒への働きかけの

方針についてのプランニングを行います。 

（ウ）保護者への情報、方針の共有をする。 

・被害児童生徒及び保護者に対して、確認された事実、指導・援助方針等について説明する。 

（エ）対応の実施後の見届けを行う。 

・指導・援助プランを実施し、モニタリング（３か月を目途に、丁寧な見守り、被害児童生徒

及び保護者への経過報告と心理的状態の把握等）を行う。 


